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経済企業委員会会議録 

 

令和７年１０月２０日 月曜日 
  午前１０時００分開議 

  午後 ０時２１分閉議（実時間１３９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第９２号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第７７号・令和７年度八代市簡易水道

事業会計補正予算・第１号 

１．議案第８０号・契約の締結について（林道

鎌瀬支線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号

・３号） 

１．議案第８１号・契約の締結について（東陽

スポーツセンター空調設備改修機械設備工

事） 

１．議案第８８号・八代市五家荘観光施設条例

の一部改正について 

１．議案第９０号・フードワークスやつしろ条

例の制定について 

１．議案第９１号・八代市水道事業給水条例及

び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正

について 

１．議案第７２号・令和６年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について 

１．議案第７３号・令和６年度八代市簡易水道

事業会計決算の認定について 

１．陳情第１０号・八代市食肉センター跡地に

おける「資料展示館（仮称）」の建設につ

いて 

１．所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

 （食肉センター跡地抵当権設定登記抹消登

記手続請求事件について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  谷 口   徹 君 

副委員長  友 枝 和 也 君 

委  員  小 川 貴 史 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員          君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   濱 田 浩 介 君 

  経済文化交流部次長 田 島 功一郎 君 

  経済文化交流部次長 緒 方   浩 君 

  ふるさと納税推進室長 篠 原 秀 和 君 

 農林水産部長     豊 田 浩 史 君 

  農林水産部次長   村 井 幸 治 君 

  農林水産政策課長  西 村 新 吾 君 

  農業振興課長    野 田 良 晴 君 

 総務企画部 
 
  坂本支所災害復旧課長補佐兼 
            灰 本 孝 志 君 
  第二災害復旧係長 
 

  泉支所長      松 本 康 祐 君 

  泉支所地域振興課長 岩 田   剛 君 

 財務部 

  契約検査課長    宮 川 芳 行 君 

 建設部 

  営繕課長      五十嵐   誠 君 

 部局外 

  理事兼水道局長   吉 永 哲 也 君 

                              

○記録担当書記     小 谷   匠 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから経済

企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第７６号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第７号（関係分） 

○委員長（谷口 徹君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第７６号・令和７年度八代市一般

会計補正予算・第７号中、当委員会関係分を議

題とし、歳出の第６款・商工費について、経済

文化交流部から説明をお願いします。 

○経済文化交流部長（濱田浩介君） 皆様、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）経済文化交流部の濱田でござい

ます。 

 それでは、議案第７６号・令和７年度八代市

一般会計補正予算・第７号中、経済文化交流部

所管分につきまして、田島次長から説明させて

いただきますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○経済文化交流部次長（田島功一郎君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）経済文化交流部の田島で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきます。 

 議案第７６号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第７号中、経済企業委員会付託分のう

ち、経済文化交流部関係について説明いたしま

す。 

 それでは、議案書の３ページをお願いいたし

ます。 

 歳出の款６・商工費、項１・商工費で補正額

１億８９５７万円を増額し、補正後の額を２６

億４４５０万２０００円としております。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費で補正額１億８９５７万円を増額し、補正

後の額を１８億７６４５万７０００円としてお

ります。 

 説明欄のフードワークスやつしろ整備事業は、

八代市東陽地域福祉保健センターを活用し、加

工品の開発、地域の雇用を創出するための施設

整備に要する経費を補正するものでございます。 

 内容としましては、東陽地域福祉保健センタ

ーの改修工事及び調理室の備品購入費として合

わせて１億８２８８万１０００円、ＰＲのため

の販促ツール製作費６３９万７０００円、出資

金２５万円などを予定いたしております。 

 こちらの施設は指定管理を導入予定としてお

りまして、また、加工販売で得た収益につきま

してもまちづくりに再投資し、地域発展の好循

環を生み出す仕組みづくりを構築してまいりま

す。 

 特定財源といたしまして、補助率２分の１の

国庫支出金９４６３万９０００円、ふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金９４９３万１００

０円を予定いたしております。 

 なお、年度内の完了が見込めないことから、

繰越明許費を設定いたしております。 

 次に、１８ページをお願いします。 

 上段の広域交流センターさかもと館（道の駅）

整備事業（豪雨災害）は、令和２年７月豪雨で

被災いたしました道の駅坂本の再整備に要する

経費９億４７５万円の債務負担行為を設定予定

といたしております。 

 こちらの施設は令和９年７月の供用開始を目

標といたしておりまして、令和８年４月から工

事に着工する必要がございます。そのため、本

年度中に工事請負業者選定のための入札を行い、

仮契約の締結後、来年３月定例会において契約

締結の承認を得る必要があることから、今回、

債務負担行為を設定するものでございます。 
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 説明につきましては、以上でございます。御

審議の程、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、担当部から説明が

あったんですけども、商工費の（１５）のフー

ドワークスやつしろで説明がありましたが、最

後の繰越明許費の中で、繰り越したその理由に

ついてもう少し詳しく説明をしていただきたい

と同時に、指定管理者の候補者の選定を進めて

いるという状況でありますので、そこらについ

てどのような候補者等を考えておられるのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○ふるさと納税推進室長（篠原秀和君） ふる

さと納税推進室長の篠原といいます。よろしく

お願いします。 

 最初に、繰越しの内容ですけども、現在の八

代市東陽地域福祉保健センターの調理室の改修

が主な改修にはなるんですけども、キュービク

ルとかそういった電気の部分も取り替える必要

があるというところで、そういった工事の関係

で、この定例会で予算が承認されて以降、入札

をして、それから工事に入っていくということ

で、工事期間が半年ぐらいは見込まれるもので

すから、それで繰越しを行うことになっている

というところでございます。 

 あと、指定管理に関しては、一応、今回うち

がモデルにしているのが茨城県境町さんの取組

をモデルにしているんですけども、そこが町と

町が出資する地域公社──株式会社なんですけ

ど、地域公社を設立して、そこに運営委託をさ

れている、運営委託とか指定管理を導入して指

定管理をされているというところがあるので、

今回、予算が承認されれば八代市も出資する形

で地域公社──株式会社を１つ設立して、そこ

も含めて指定管理に公募をかけて、ほかのとこ

ろも含めて審査をした上で、それで選定された

ところに運営を委託したいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 後から詳細に個人的に

お伺いしたいと思いますが、要は補正に組んで

きたんですよね。計画性をもう少し持ってほし

いなというのが私の意見です。これは国の補助

事業を含めた中ですから、大体は計画性がなか

ないかんわけですよね。繰越しをすると、理由

分かりましたけれども、やはり国庫の交付の中

で事業を進めていくわけですから、もう少し計

画性を持って、年度内に完了できるようにして

ください。 

○委員長（谷口 徹君） 意見としてでよろし

いですかね。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で歳出の第６款

・商工費について終了します。 

 執行部入替えのため少々お待ちください。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、歳出の第５款

・農林水産業費及び第１０款・災害復旧費につ

いて、農林水産部から説明お願いします。 

○農林水産部長（豊田浩史君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）農林水産部、豊田でございます。 

 それでは、議案第７６号・令和７年度八代市

一般会計補正予算・第７号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分につきまして、村

井農林水産部次長より説明申し上げますので、

御審議のほどよろしくお願いします。 
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○農林水産部次長（村井幸治君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部の村井でございます。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議案第７６号・令和７年度八代市

一般会計補正予算・第７号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分につきまして、着

座にて御説明させていただきます。 

 それでは、一般会計補正予算書に基づき説明

をいたします。 

 補正予算書の３ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費全体で補

正額６９４万９０００円を計上し、補正後の額

を２９億６９９８万４０００円とするものでご

ざいます。 

 また、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費では補正額１億１７２４万５

０００円を計上し、補正後の額を９億７４３０

万円とするものでございます。 

 次に、少しページが飛びまして１５ページを

お願いいたします。 

 上段の款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費では補正額６９４万９０００

円を計上し、補正後の額を４億５８１９万１０

００円としております。 

 内容につきましては、右側説明欄に記載して

あります事業で、まず、新規就農者育成総合対

策事業ですが、これは、経営が不安定な経営開

始直後の認定新規就農者に対して年間１５０万

円、最長３年間の経営開始資金を交付し、就農

意欲の喚起と就農後の定着を図るもので、２名

の新規就農者にそれぞれ半年分の７５万円の合

計１５０万円を交付するものでございます。 

 なお、特定財源としまして全額県支出金を予

定しております。 

 次のいぐさ・畳表生産体制強化支援対策事業

ですが、これは、イグサ産地の生産体制を強化

し、産地の維持を図るため、イグサ専用機械の

導入及び機能強化等を支援するもので、農業者

６名が行います７台の織機のオーバーホールに

加え、ＱＲコード紙用停止装置、バンド式自動

目付装置、２本芯チキリ装置等の機能強化に対

して、総事業費１０９０万３２００円の２分の

１以内に当たる５４４万９０００円を補助する

ものでございます。 

 なお、特定財源としまして全額県支出金を予

定しております。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・林道施設災害復旧費では補

正額１億１７２４万５０００円を計上し、補正

後の額を６億６０７５万５０００円とするもの

でございます。 

 令和４年台風１４号による復旧中に、令和６

年９月豪雨により再度被災しました泉支所管内

の林道久連子椎原線においては、これまでは被

災箇所の上部山腹において県の治山事業が行わ

れており、復旧事業の着手ができない状況でご

ざいました。このたび、本年１２月中に県事業

が完了見込みとなったことから、本市が実施す

るのり面復旧工事を早期に発注し完了すること

により、久連子地区の唯一の生活道路である県

道の迂回道路としての機能を復活させるととも

に、森林整備作業の効率化を図るものでござい

ます。 

 なお、特定財源として県支出金１億１５０８

万円、市債１７０万円を予定しております。 

 また、年度内に終了することが難しいことか

ら、併せて全額繰越明許費を設定しております。 

 資料として位置図、状況写真等を添付してお

りますので御確認ください。 

 以上で、議案第７６号・一般会計補正予算第

７号中、農林水産部関係分の説明を終わります。

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません
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か。 

○委員（北園武広君） 新規就農者育成総合対

策事業の要件、内容の要件等を前回伺ったとき

に４９歳以下を対象という話だったですけども、

その辺の具体的にちょっと内容を教えていただ

ければ。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）農林水産政策課の西村です。よろしく

お願いいたします。 

 御質問の今回の事業の概要でございますが、

まず、経営開始資金の概要というところで、今

回新たに農業を始める方が経営の安定を図るた

めに受けられる支援でございます。 

 対象者といたしましては４９歳以下の認定新

規就農者、交付金額といたしましては年間１５

０万円となっております。これを最長３年間支

援していくということになります。 

 主な交付要件といたしましては、まず、青年

等就農計画、これは市のほうで求める計画でご

ざいますが、これの認定を受けていることと、

原則、前年の世帯所得が６００万円以下である

ことというところがございます。 

 資金の財源につきましては、先ほど村井次長

が説明しましたとおり、国による支援が１００

％というところになっております。 

 市の役割といたしましては、サポート体制を

整備いたしまして、サポートの計画を策定し、

支援していくというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） 対象の年齢を４９歳と

いうふうに決められた。新規就農であっても年

配になってから農業やってみたいなというとこ

ろで出てくる可能性はあると思うとですけども、

そこの基準は国か何かの基準か何かあるんでし

ょうか。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） お答えし

ます。 

 この基準については国のほうで示されており

ますので、それに沿って対応しているというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） 分かりました。承知し

ました。 

○委員長（谷口 徹君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７６号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第７号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９２号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第９２号

・令和７年度八代市一般会計補正予算・第８号

中、当委員会関係分を議題とし、歳出の第５款

・農林水産業費について、農林水産部から説明

をお願いします。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 議案第９２号

・令和７年度八代市一般会計補正予算第８号中、

当委員会に付託されました農林水産部関係分に

つきまして、村井農林水産部次長より説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○農林水産部次長（村井幸治君） 引き続きま

して、よろしくお願いいたします。農林水産部、
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村井でございます。 

 それでは、議案第９２号・令和７年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分につきまして、御

説明させていただきます。 

 着座にて御説明してよろしいでしょうか。 

○委員長（谷口 徹君） はい。 

○農林水産部次長（村井幸治君） 本議案にお

きます補正予算につきましては、令和７年８月

大雨で被災した農業者の早期の営農再開を図る

目的で計上したものでございますが、予算の審

議に入ります前に少しお時間をいただきまして、

本市の農林水産業に係る被害の概要について御

説明したいと思います。 

 今回の８月大雨では、農地の約９割が冠水し

たことでトマトなどの施設野菜や露地野菜の苗

の流失、枯死、収穫・生育への影響が懸念され

るとともに、イグサについても、織機などの専

用機械、保管していたイグサ原草、畳表が水没

するなど、基幹産業である農業にも大きな打撃

を受けました。また、農地や水路、農道等の農

業用施設、林道においても土砂流入による埋設

や崩壊など甚大な被害が発生しており、農林水

産業全体で約３９億６０００万円の被害となっ

ております。 

 配付しております資料のほうを御覧ください。 

 ２ページをお願いします。 

 まず、農作物関係の被害ですが、これは、被

害状況の大まかな分布図となります。 

 ３ページは農作物の被害の詳細でございます。

トマトは市内全域で冠水による苗の流出や枯死

が報告されており、被害は２８２件、約３億８

７００万円となっております。イチゴは千丁町

を中心に、昭和、松高地区などで冠水による苗

の流出や枯死が報告されており、被害は２６件、

約１億６２００万円となっております。イグサ

は千丁町を中心に、鏡町、松高、郡築、金剛地

区などで、イグサ原草１９１トン、畳表５７７

４枚の冠水被害が報告されております。ショウ

ガは東陽町で土砂の流入、崖崩れなどによる作

物の流出が報告されており、５０件、約３７０

０万円の被害となっております。そのほか、ブ

ロッコリー、キャベツ、トルコギキョウの苗の

冠水による枯死、アスパラガス、ナス、オクラ

などの本田の冠水による枯死、晩白柚の果実の

落下などが報告されており、総額で約６億５４

００万円の農作物被害となっております。 

 また、機械、施設等の冠水被害では、主なも

のを申し上げますと、トラクターが４１台、約

１億２００万円、トマト、イチゴなどの施設園

芸で使用されるハウスの暖房機が２５２台、約

２億５０００万円、イグサにつきましては、織

機が３２８台、約８億８２００万円のほか、乾

燥機、選別機などあらゆる専用機械が冠水被害

を受けており、８８０台、約１３億３１００万

円の被害となっており、農業用機械合計で約１

９億２００万円の被害が報告されております。 

 ４から６ページにかけましては被害状況の写

真となります。御確認下さい。 

 ７ページは農地及び農業用施設の被害状況に

なります。東陽町、泉町の中山間部を中心に、

農地の土砂流入による埋没８５か所、４億５２

００万円、用水路・排水路の土砂埋没・閉塞、

合わせて１１５か所、３億６８００万円、農道

の崩土、路肩崩壊等、４８か所、１億８０００

万円、頭首工の提体や護岸の破損、２か所、２

億円、合計で２５０か所、１２億円の被害とな

っております。 

 ８ページと９ページは林道における被害状況

でございますが、８ページは路面決壊等で被害

が大きく補助災害工事等で対応するもので、泉

町の林道大堀線等７路線、１６か所、１億４１

００万円の被害となっております。 

 ９ぺージは土砂流出等で被害が小規模であり

修繕にて対応する災害で、泉町を中心に２５路

線、６７か所、１９７０万円の被害となってお
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ります。 

 以上が令和７年８月大雨による本市の農林水

産業における被害の概要となりますが、今後、

早急の復旧を図ってまいります。 

 それでは、一般会計補正予算書に基づき予算

の御説明をいたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費全体で補

正額１５億８７００万６０００円を計上し、補

正後の額を４５億５６９９万円とするものでご

ざいます。 

 次に、少しページが飛びまして１１ページを

お願いいたします。 

 上段の款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費では補正額１５億８７００万

６０００円を計上し、補正後の額を２０億４５

１９万７０００円としております。 

 内容につきましては、右側説明欄に記載して

あります事業で、まず、１段目の農業用機械・

施設等復旧支援事業（８月大雨）ですが、補正

額１３億３０２２万１０００円を計上しており

ます。これは、令和７年８月大雨により、農業

生産に必要な農業機械・施設に甚大な被害が生

じていることから、国の農地利用効率化等支援

交付金事業及び県の令和７年８月大雨営農再開

支援事業を活用して、被災した担い手の速やか

な営農再開に必要な修繕・再取得等の費用の支

援を図るもので、地域計画の目標地図に位置づ

けられた農業者に対して、国３割、県２割、市

２割の計７割を補助し、５０万円以上が対象と

なります。 

 ただし、イ業専用機械の再取得、製造中止の

一部のイ業専用機械の修繕につきましては、国、

県、市各々３割ずつの計９割となっております。

ここで、製造中止の一部のイ業専用機械と申し

ますのは、ハーベスタ、移植機、苗処理機、選

別機、結束機、苗掘取機、加湿器のことでござ

います。 

 なお、特定財源としまして県支出金９億３９

３万１０００円を予定しております。 

 ２段目の大雨被害対策資金利子補給事業（８

月大雨）ですが、これは、令和７年８月大雨の

影響を受けた被災農業者が今後の経営に支障を

来さないよう無利子貸付制度を創設し、５年間

の無利子化を図るための利子補給を行うもので、

５４万３０００円を計上しております。 

 内容としては、利子に対して県５割、市２割、

融資機関３割の負担割合で実質無利子となって

おり、貸付限度額が１０００万円となっており

ます。 

 なお、特定財源としまして、県支出金３８万

７０００円を予定しております。 

 ３段目のい業機械復旧支援事業（８月大雨）

は、上段の農業用機械・施設等復旧支援事業の

対象とならないイ業専用機械の５０万円未満の

修繕に係る経費の３分の２以内を補助するもの

で、２１０６万６０００円を計上しております。 

 ４段目の早期営農再開支援事業（８月大雨）

は、市内の広範囲で野菜苗の浸水等甚大な被害

が発生しましたことから、国の産地緊急支援対

策及び県の令和７年大雨営農再開支援事業を活

用し、被害を受けた農業者へ資材の調達や栽培

環境整備に係る経費の一部を補助することによ

り早期の営農再開を図るもので、事業費１億７

７９９万円を計上しております。 

 内訳としまして、まず、生産資材調達に係る

支援として、種子・種苗等の消費財の調達に対

して費用の７割――国５割、市２割の補助を行

うもので、１億９８３万９０００円を計上して

おります。次に、栽培環境整備に係る支援とし

て、被災から生産回復等に向けて追加的に必要

となる薬剤及び肥料の購入経費や土壌診断に係

る掛かり増し経費の７割――国５割、市２割の

補助金４５６７万５０００円及び被災に伴い新

たに必要となった作物残渣の撤去費用に対して

１０アール当たり１５００円と、保管中の作物
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残渣等の撤去に対する１日１人当たり５５００

円の補助金、合わせて２２４７万６０００円を

計上しております。 

 なお、特定財源としまして県支出金１億３３

５５万７０００円を予定しております。 

 最下段の肥料・農薬等廃棄物処分事業（８月

大雨）は、令和７年８月大雨により浸水し使用

できなくなった肥料・農薬等について、国の災

害等廃棄物処理事業補助金を活用し市が処分を

実施するもので、処分業務委託費５７１８万６

０００円を計上しております。 

 本事業を実施することで、農業者の肥料や農

薬等の速やかな廃棄を促し、早期の営農再開を

図るものでございます。 

 なお、特定財源としまして事業費の２分の１

に当たる国庫支出金２８５９万３０００円を予

定しております。 

 以上で、議案第９２号・一般会計補正予算第

８号中、農林水産部関係分の説明を終わります。

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 支援事業関係なんです

けど、これに係る広報の、例えば、各被害者に

対する周知、それと申請期間というのがあるか

と思いますけども、その辺りはどうなってます

でしょうか。 

○農林水産部長（豊田浩史君） まず、１番目

の農業用機械・施設等復旧支援事業につきまし

ては、対象者が地域計画に位置づけられた担い

手ということで位置づけられております。 

 八代市では３３００名ほどの農業者を地域の

担い手と位置づけておりますので、ほぼほぼ農

業者全てが対象となっております。そこにダイ

レクトメールにて周知しております。あわせま

して、市の＠ＩｎｆｏＣａｎａｌ、あと公式Ｌ

ＩＮＥなどそういったものを活用しまして、プ

ッシュ型で、農業者の全てに行き渡るように周

知しております。 

 なお、受付につきましては、それぞれの事業

の受付はございますが、事前に、大変申し訳ご

ざいませんが、委員の皆様方に私のほうからお

知らせしておりましたとおり、議会提案前に受

け付ける必要がありましたので、早期営農再開

支援事業につきましては皆様に資料を添付しな

がら今後検討してまいりますということでお知

らせを図ったところでございますが、もう既に

受付を先週末で終了しております。早期営農再

開支援事業につきましてはですね。 

 また今後、今月終わり頃でしたか、すいませ

ん、正確な日程は分かりませんが、農業用機械

・施設等事業のほう、一番上の、そちらのほう

も受付を開始していく予定としてます。 

 詳細については担当のほうが、把握している

と思いますので。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） 農林水産

政策課、西村です。 

 今、部長のほうが申し上げました機械・施設

関係の事業に係ります申請の受付の日程でござ

いますが、これは明日２１日から金曜日２４日

までの４日間を、今、予定しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） 髙山委員、よろしい

でしょうか。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○委員長（谷口 徹君） ほかございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） スピード感持って、

執行部が対応していただいた部分で生産者の方

も非常に、友枝委員筆頭に喜んでおられるよう

な話も聞いてはおるんですけれども、その周知

──プッシュ型もいいんですが、たまに聞いて

ないというような話が以前あったりもしてたの

で、精いっぱい広げて、農業者に分かるように

周知は努めておられるのは理解するものの、や
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っぱりしっかり伝わるような周知と、あと、受

付期間が、例えば５０万円以上が（１）農業用

機械・施設等復旧支援事業で、５０万円未満は

（３）い業機械復旧支援事業というようなイメ

ージで手厚くされているんだけれども、対象期

間は少し、あしたから２４日までがまず第１弾

であればいいんだけれども、今、ほら、車でも

そうなんですよね。使っとって、ちゃんと走っ

とるけん故障しとらんて思とったけど、ある日

突然止まりました、それは原因は水に浸かっと

ったけんみたいなこともあるじゃないですか。

だから、農業者も動いてればうちんとは大丈夫

ばいって思ってたんだけど、後からやはり支障

が出てきたというときに対応してあげるような、

そういった方法は、多分、賢明な農林水産部の

皆さんですから分かってはおられると思うんで

すが、そういったところの対象期間の設定とか、

第２弾、第３弾も含めて、今後どのようなこと

が考えられるのか。答弁を、よければ。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） 御質問の

今後の受付等の日程、スケジュール関係ですけ

れども、実はこの機械・施設関係の補助のスケ

ジュールにつきましては、第１回目の申請の受

付等はもう終了しております。 

 今回、うちのほうが今進めておりますのが２

回目になっております。これが明日から受付を

開始いたしまして、１１月５日が県のほうに提

出する形になります。それを受けて、ヒアリン

グ等を行って、認定、採択というところに持っ

ていくわけですけれども、先ほど申し上げられ

ましたとおり、後々また被害が出てきたという

場合についてはまた３回目というとこも考えら

れると思いますけれども、今、国のほうではま

だ明確にそこはうたわれておりませんので、今

のところこの２回目でまずは網羅して対応して

いければなというところで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） そういう次の問題と

いうことが出てきたときには、またしっかり対

応していただいて、やっぱ激甚災害指定、１週

間ぐらいで農林水産関係分というのは石破総理

であったり森山幹事長の八代への最後の贈物か

なというふうにも思うので、そういったところ

もしっかり頭に入れながら、生産者側に、やは

り次の農業再生に挑めるような状況をつくって

あげるようにしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） 意見でよろしいです

ね。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（谷口 徹君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 説明が終わった中で、

今回の補正の中で大変職員の方々も当初から、

やはり現場に入られて、これは税の職員も一緒

だったんですけども、本当担当職員、素早かっ

たなというのをまず第一印象でした。 

 今回、補正が上がってきた中で、一番大事な

のは、やはり今、質問がありましたけども、最

終的に、その当時はもう現場がパニックしとる

もんですから、なかなか農業機械なり浸水した

中でですね、把握をできなかったと。それと、

罹災証明含めてどこに行ったらいいのかという

ことで大変苦労なされた中でもですね、やはり

担当の職員というのは一生懸命切々に説明して

いただいた中で、１回目はスムーズにいったと

思うんですけど、２回目、先ほどは１回目で、

３回目、これはですね、まだまだ漏れておられ

る方々がおられるかおられないか、どのような

把握をするかということ、ちょっとそれだけお

聞かせください。 

 完璧に被害がなくなり、特に農業機械関係で

すよ、うちは担当部ですからね、そこに対して

完璧に完了すると、被害状況が終わるというの

はどこら辺りで線引きをされますかということ

だけ。考え方で結構ですから。 
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○農林水産部長（豊田浩史君） イグサの機械

につきましては、全てのイグサ生産農家、２１

３件だったと思います、その方々に全てアンケ

ートをお送りしましてから回答いただいており

ますので、ほぼ把握できていると思っておりま

す。（委員成松由紀夫君「イグサについては」

と呼ぶ） 

 今回、もうイグサが何より一番不透明な部分

がございましたので、そこは絶対やらなければ

ならないというところでやっておりました。 

 あと、施設園芸と露地野菜関係、その他の野

菜ですね。今後、特にトマト関係はボイラーを

たくのがもう来月辺りからになります。このと

きに初めて、あっつかんくなったというような

ことがないように、啓発はしていかなきゃなり

ませんので、ＪＡの園芸部、それとあと各出荷

取扱業者の方々に相談しましてから、そういう

不具合があったら早めにお知らせくださいとい

うことは周知してまいらなければならないかな

と。できればこの受付期間にというようなこと

で、そういったところで幅広く対応しなければ

ならないかなと思っております。 

○委員（山本幸廣君） 部長がもうそこまで考

えておられるというのは、私はそこまでしてい

ただきたいと思うんですよ。ちょうど米の収穫

が今、真っ最中で、これで米の乾燥機が故障し

たと。いろいろ農業機械が故障して、なかなか

この申請に間に合わなかったと。２回目、１回

目ですよ。そういう中で農家からの大変なお願

い事もたくさんあったんですけども、それはも

う農家の方々が直接２階の窓口行ってから申請

しなさいよという指導をした経緯があるもんで

すから、そういう中では３回目というのは、今

言われたようにかなり出てくると思うんですよ。

完了するまでにはどのような、はっきり言って

周知徹底したらいいのかということをですね、

これはそうお願いをしておきますが、まずは②

いぐさ専用機械この問題が一番ですね、私は今、

心配をしております。 

 補助率が９割ということ、９割という補助率

の中で、いろんな臆測があって、そこの生産農

家の方々が心配した、トマト農家の方々が心配

した、何年前かありましたよね。これ御存じで

しょう。９割補助で、誰が補助は、あそこにお

金は世話したのかと。いろんな方から、政治家

なのか、誰なのかと、いろいろと言ってからい

ろいろと生産者の方々も心配された。世話した

人も、トマトハウスのリースの中でね、９割の

補助、これはどこどこの代議士さんだったら、

誰だったのか、大変なやっぱり苦慮なされた思

い出がいっぱいありますからですね、ここら辺

りの９割補助についてはもうぜひとも完璧に、

いろんな問題が出ないような補助事業の中での

本当にすばらしい補助であったということをで

すね、９割、それに該当しなかった人たち、該

当された方々、物すごく差があるわけですよ。

だから、その地域感情、地域の中でのいろんな

人間関係が悪くなったり、もううちやったらも

う人間関係を悪くなってですね、今でも行き来

しない。そういう経緯にならないように、９割

補助というのは、しっかりした位置づけの中で、

はっきり言って進めていただきたいなと、その

ように思いますが、豊田部長もその当時の関係

だと思いますので、何か御意見があれば。 

○農林水産部長（豊田浩史君） やはり９割と

なりますと、いろんな臆測が出てくるのは、当

時、いろいろありました。 

 でも、今回、機械の修理でございますので、

はっきり修理費というのが分かると思いますの

で、そこで５０万円。 

 私が一番心配するのは５０万円いくかいかな

いかで対応が変わってきますので、万一５０万

円修理費がいかなかった方については、この

（３）い業機械の部分で１０分の７ではござい

ますが、せめてそこはケアしなければならない

のかなと、イグサに関してはですね、そこは強
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く思っているところでございますので、できる

だけ、９割にいかれるほうが一番我々もよろし

いんですけれども、後々のことを考えましても

どうしてもという方はこちらを利用していただ

きたいということで、丁寧に説明しながら御理

解いただけるようにしていきたいと思っており

ます。 

○委員（山本幸廣君） 部長が言われたとおり

なんですよ。その５０万円以上、引っかからな

かった人はもう本当、（３）に行かないかん。

引っかかった人はもう本当によかったなという

ことで、そこら辺りのですね、どうしてもそこ

ら辺りのはざまのところで説明を、いい説明を

しなければですね、納得のできるような説明を

してください。これはお願いをしておきます。 

 もう一つよろしいですか。今回の予算の中で、

最終的に執行はいつ頃からするんですか。これ。

予算執行は。もう待っておられるわけ、農家の

方々たちはね。執行は。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 執行は、最終

的には国の交付決定が来てからということにな

りますが、もう事前に修理されてる方はもうど

んどんそれは修理されて構いません。その見積

りなり領収書なりあればそれを積算してまいり

ますので、そこは交付が来るまで待ちなさいと

いうことは一切ございませんので、そこは事前

に農家の方にも周知はしているところではござ

います。 

○委員（山本幸廣君） 分かりました。それも

徹底しとってください。 

○委員長（谷口 徹君） よろしいでしょうか。 

○委員（友枝和也君） 肥料・農薬等廃棄物処

分事業ですけど、ここの日程とか場所とかはま

だ、今、協議中なんですかね。ある程度分かれ

ば。 

○農業振興課長（野田良晴君） 農業振興課、

野田です。よろしくお願いします。 

 委員お尋ねの肥料・農薬等廃棄物処分事業で

すけども、時期は、先ほどからもあってます、

周知の時間をちょっと取りたいと考えておりま

すので、周知と準備ですね、各農家さんに廃棄

の準備もしていただかないというところもあり

ますので、恐らく１１月下旬から１２月に入る

んじゃないかと考えております。 

 場所につきましては、これ、業者さんに委託

をしますので、ちょっと契約等の都合もありま

すので、この場での回答はちょっと控えさせて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） よろしいですか。 

○委員（友枝和也君） はい。 

○委員長（谷口 徹君） ほかにございません

か。 

○委員（小川貴史君） 農業をされてる方の支

援の相談窓口というのは、この市役所の２階に

ある総合の窓口でも大丈夫なんでしょうか。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） 支援の総

合窓口でございますが、今、２階のほうで、市

役所のほうで設置はしております。ただ、内容

的にやっぱ専門的になりますものですから、そ

こに１度窓口にいらっしゃった方につきまして

は、また４階の農林水産政策課もしくは農業振

興課、あとは水産林務課等のほうに御案内する

という形で、ちょっとお手間はかけるんですけ

ども、もうダイレクトに一応御相談を受けると

いうところで体制を取っております。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） 小川委員、よろしい

でしょうか。 

○委員（小川貴史君） はい。 

○委員（北園武広君） ２点ほど伺いたいんで

すけども、１点目が農業用機械の支援事業なん

ですけど、イグサ関係の支援に関しては５０万

円以下ということでの対応が可能かと思うとで

すけども、小規模農家で水稲作付だったりのと

ころで水揚げポンプとかが冠水して使用ができ
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ない、または新規に購入せないかんとか修理せ

ないかんとかということで、かなりそういう５

０万円に満たない農家さんもかなり出てくるん

じゃないかな。その辺の支援対策というのは今

のところは考えていないのかということが１点

と、１件当たりの申請の上限額・下限額という

のもあるのかないのかというのも教えていただ

ければと思います。 

 ２点目が、先ほど友枝委員も言われましたけ

ども、肥料・農薬の処分関係の、まだ委託先は

決まってないとは思うんですけども、これは農

業者のみの処分なのか、それとも業者さん等も

かなり肥料・農薬等が浸水して処分が必要な方

もおられるということで伺ってるんですけども、

そういうのの取扱いというのもできるのかでき

ないのかというのを教えていただければと思い

ます。 

○農業振興課長（野田良晴君） 先に２点目の

肥料・農薬のほうの廃棄のほうからお答えさせ

ていただきます。 

 一応これは市が行います災害ごみとして廃棄

を行いますので、一般の農業者のみを対象とし

ております。御理解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○農林水産政策課長（西村新吾君） まず、１

点目の御質問の件ですけれども、今回の農業用

機械・施設等復旧支援事業につきましては国の

補助事業を活用させていただいておりますので、

事業費が５０万円以上ということで限定はされ

ております。 

 やはり国庫事業の枠組みの中で事業を展開す

るというとこになりますので、ここはもうこの

ラインで支援をしといていただくと、基準とい

うところで設定させていただいているのは御理

解いただければと思います。 

 ただ、イグサの機械につきましては事業費５

０万円未満も対象というところで、市の単独事

業でやっているところでございますけれども、

これはもうイグサにつきましては、もうやはり

唯一の産地であるというところと、機械の関係

でしたりとか高額な修繕費、製造中止とかいろ

いろな、本当複合的な危機的状況でございます

ので、今回、産地維持というところで特別に設

定した限定的な措置というところで捉えていた

だければと思います。 

 もちろんほかの作物の機械について、本市と

しましてそこを軽く見ているところではござい

ません。ただ、今回、イグサに対しては特別と

いうところで極めて限定的な対応というところ

に基づいて対応しているところでございますの

で、今の現行のあくまでもこの現行のライン、

５０万円以下というところで対応させていただ

ければなと思っております。 

 ただ、先ほども申し上げましたが、明日から

要望調査の受付もございますので、そこでいろ

いろな御意見をいただくかと思いますので、今

後、それを踏まえた上で、どれでできるか分か

りませんけども、その支援の可能性について検

討等をしていければと思っているところでござ

います。 

 もう一つ、事業の上限と下限でございますが、

明日から受付を行いますけれども、受付を行っ

て県・国のほうに提出する中で、今、機械１個

体に対してのその事業費が５０万円なのか、全

体的な事業としてまとめたときの５０万円なの

かというところがまだはっきり明確にされてい

ないところもございます。 

 うちとしては、もう全てにおいて５０万円を

超えるような形でまずは受け付けたいと思って

おりますので、それを受けて、あとは県・国と

の判断で上限という部分が見えてくるかなと思

いますので、今のところは、まず、その５０万

円というラインをまずは持って受付を開始して

対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） 今答弁いただいて、５
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０万円トータルでということでの判断で県のほ

うに申請していくということで、ありがたい話

だなというふうに思っています。やっぱりまと

めてやらないと、特に小規模農家に関していけ

ば５０万円以上のというのはなかなか厳しいの

かなと、ハードル高いんじゃないかなというふ

うに思ってますんで、そこの検討のほうはよろ

しくお願いしたいなと思いますし、イグサ機械

の支援事業に関しては市の単独事業ということ

で、５０万円以下も対応していただくというこ

とで、本当にありがたい話だなというふうに思

ってますんで、ただ、やっぱり申請漏れとかも

あるかと思いますので、その辺のところの３回

目の検討というのもよろしくお願いしたいなと

思います。意見も交えて。 

○委員長（谷口 徹君） 意見でよろしいです

ね。 

 ほか質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（成松由紀夫君） 意見ですが、かなり

イ業については、５０万円も、上も下も含めて

非常に手厚くスピード感を持ってやっていただ

いてるなというところで、もうい業議連として

も大変感謝してるところでもありますし、生産

者の方も、喜んでおられるところではあります。 

 ９割補助というのも大変ありがたい割合だな

というのもありますし、先ほどハウスリースの

９割とか機械とごっちゃになった話にはなっと

ったんですが、そこは９割補助のありがたいこ

とに対して疑念を持たれるような必要はないの

で、イ業の部分は５０万円未満でイ業機械はと

いうことでフォローしていただいて手厚いとこ

ろなので、予算執行については、先ほど話があ

ったように、交付決定を待たずにスピード感を

持って対応していただくということと、あと、

トマト関係の機械であったり、先ほど山本委員

からもありましたが、そういった支障が出てく

るようなことがあれば、現在のような姿勢で臨

んでいただければ大丈夫じゃないかなと思いま

すので、その節はくれぐれもよろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに御意見ありま

せんか。 

○委員（山本幸廣君） 早期営農再開支援事業

の中で、トマト農家をもう現場に行かれた方々、

たくさんあると思うんですけども、もうほとん

ど苗があのような状態、そしてまたいろんな育

苗からですね、苗からもう本当浸水した中で、

大変苦労なされとる中でありますので、よろし

かれば、その対応の中でぜひとも生の声をです

ね、生産者の声を皆さん方がまとめていただけ

ればなと思います。 

 このような支援事業の中で、本当に八代市は

再開でけたんだと、すばらしい支援事業であっ

たんだということをですね、みんなで認識でき

るような、そういうふうな復旧の事業の中で、

私は今回、とても素早く担当の方々が対応して

いただいたということで、今回の補正について

も、もう右手でない、両手挙げてやろうかなぐ

らいに考えておりますので、ぜひともよろしく

お願いしときます。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（北園武広君） これはちょっと要望の

ほうに近いかなと思うとですけども、今後、こ

ういう支援事業等があって、関係の機関または

生産者とのいろんな要望とかも上がってくると

思います。それをちょっと市議団等で、勉強会

等を開催しながら執行部のほうに話を持ってい

きたいなというふうに考えておりますので、も

しくは勉強会の要望等がありましたら、御対応

のほうよろしくお願いしたいなというふうに思
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います。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに御意見ありま

せんか。 

○委員（髙山正夫君） いろいろ手厚い対策を

取られて非常に感謝してるところなんですけど

も、いわゆる水かさが上がって、あと３０セン

チ高いとこに置いとけば何もなかったというこ

ともあろうかと、そういった場所もあったと思

うんですよ。例えば、今後の予防策で、軽微に

ですね、いろんなかさ上げ、全体的にやるのは

経費もかかりますし、軽微に簡単なですね、い

ろんな方策とか、そういったアイデアがあれば、

そういったのも農業者の方に補助した後に提案

いただくとか、もう本当あと１０センチ、２０

センチの話だっただろうと思います。その辺り

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（谷口 徹君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第９２号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第７７号・令和７年度八代市簡易水道事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第７７号

・令和７年度八代市簡易水道事業会計補正予算

・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 皆様、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）水道局の吉永です。よろしくお願

いいたします。 

 説明に入ります前に、先日、議案として配付

いたしておりました令和７年度八代市簡易水道

事業会計補正予算・第１号の内容に誤りがござ

いました。正誤表を配付させていただいており

ます。 

 訂正箇所は１０ページ、収益的支出の目の番

号で、目２・原水及び浄水費を目１・原水及び

浄水費に修正するものです。 

 御審議の際には、正誤表の内容に基づいて御

確認くださいますようお願い申し上げます。 

 この度は誤りがあり、御迷惑をおかけしまし

たことおわび申し上げます。 

 それでは、議案第７７号・令和７年度八代市

簡易水道事業会計補正予算・第１号について、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 八代市簡易

水道事業会計補正予算書・第１号の１ページを

お願いいたします。 

 第２条の収益的支出におきまして、第１款・

簡易水道事業費用、第１項の営業費用で１４６

万５０００円を増額し、補正後の額を１億８４

８０万２０００円とし、第１款・簡易水道事業

費用、第２項の営業外費用で３８万１０００円

を減額し、補正後の額を１１００万１０００円

としております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 令和７年度八代市簡易水道事業会計補正予算

実施計画でございますが、内容につきましては、

後ほど１０ページの予算の明細にて御説明いた

します。 

 次の６ページから９ページにつきましては、

説明を省略させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。今回の補正

予算の明細でございます。 
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 収益的支出につきましては、款１・簡易水道

事業費用、項１・営業費用、目１・原水及び浄

水費、節区分の委託料におきまして２８３万８

０００円の補正をお願いするものです。 

 事業内容としましては、ＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａの水質検査業務委託でございます。経緯とし

まして、令和７年６月３０日に環境省から水質

基準に関する省令の一部を改正する省令及び水

道法施行規則の一部を改正する省令が公布され、

令和８年４月１日からＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが

水質基準に追加されることとなりました。簡易

水道事業におきましては、おおむね３か月に１

回以上の検査回数が基本となっておりますが、

施行前に水質検査を実施し、その結果によりＰ

ＦＯＳ及びＰＦＯＡが検出されるおそれが少な

い場合、検査回数を６か月に１回以上または１

年に１回以上に軽減できる措置があることから、

施行前である今年度中に水質検査を行うための

費用を補正するものでございます。 

 本補正に伴い、歳出の調整を行うため、不用

額が見込まれます。 

 款１・簡易水道事業費用、項１・営業費用、

目５・資産減耗費、節区分・資産減耗費で１３

７万３０００円、款１・簡易水道事業費用、項

２・営業外費用、目１・支払利息及び企業債取

扱諸費、節区分・支払利息及び企業債取扱諸費

で３８万１０００円を減額補正いたします。 

 以上で、令和７年度八代市簡易水道事業会計

補正予算・第１号の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、質疑を行

います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７７号・令和７年度八代市簡易水道事

業会計補正予算・第１号については、原案のと

おりに決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第８０号・契約の締結について（林道鎌

瀬支線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号・３号） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第８０号・林道鎌瀬支線災害復旧工事

（Ｒ２ ７月災２号・３号）に係る契約の締結

についてを議題とし、説明を求めます。 

○坂本支所災害復旧課長補佐兼第二災害復旧係

長（灰本孝志君） 皆様、おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

坂本支所災害復旧課の灰本でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第８０号・林道鎌瀬支線災害

復旧工事（Ｒ２ ７月災２号・３号）の契約の

締結について、まず、私のほうから工事概要に

ついて、その後、契約検査課の宮川課長より契

約関係についての説明を行いますので、よろし

くお願いいたします。 

 失礼ですが、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○坂本支所災害復旧課長補佐兼第二災害復旧係

長（灰本孝志君） 説明につきましては、右上

に委員会資料、表題としまして契約の締結につ

いて、林道鎌瀬支線災害復旧工事、Ｒ２ ７月

災２号・３号に関する資料に基づき説明させて

いただきます。 

 それでは、資料の２ページをお願いいたしま

す。 

 まず初めに、工事概要について説明いたしま
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す。番号、令和７年度復災林第３号、件名、林

道鎌瀬支線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号・

３号）、工事場所、八代市坂本町鎌瀬、契約の

相手方、株式会社松中土建、契約の相手方住

所、八代市松崎町４２９番地の２、契約金額１

億７７１０万円、税込みでございます。契約予

定工期、議決日より令和８年１０月１９日の予

定としております。工事の目的、令和２年７月

豪雨で被災した林道鎌瀬支線の災害復旧工事を

実施することにより、林道交通の円滑化を図る

とともに、林業従事者の安全確保を行うもので

す。 

 続きまして、工事概要、支線２号箇所、延長

６２２メートル、ブロック積１５０１.７平方

メートル、Ｌ型側溝２４５.５メートル、アス

ファルト舗装１７４６.６平方メートル、区画

線１０６４メートル。 

 続きまして、支線３号箇所、延長１７４メー

トル、ブロック積８８.１平方メートル、Ｌ型

側溝２１.９メートル、アスファルト舗装４３

４.７平方メートル、区画線２４０メートルと

なっております。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 こちらが位置図になります。上が広域図、下

が詳細図になっております。坂本支所から直線

距離で南に約４キロメートル付近に位置します

鎌瀬川沿線が今回の工事箇所になります。 

 続きまして、５ページから７ページが鎌瀬支

線２号箇所の平面図及び標準断面図になりま

す。５ページの図面を見ていただくと、図面向

かって左側が下流側となっており、右側へ向か

うほど上流側へ上っていく絵となっておりま

す。５ページ、６ページが支線２号箇所の平面

図となります。 

 続きまして、７ページが標準断面図ですが、

現況のラインが黒線で描かれており、復旧計画

のラインが赤線で描かれております。幅員３メ

ートルの林道となっております。 

 続きまして、８ページからが被災状況の写真

になります。先ほどの７ページの標準断面図

は、ちょうど写真でいいますと１６ページの写

真の箇所の断面図となっております。なお、支

線２号箇所における被災箇所は全部で６工区あ

りまして、写真を見ると分かりますように、令

和２年度の豪雨災害により鎌瀬川が氾濫し、道

路の路肩が崩壊した箇所や、中には道路の原型

をとどめていないほど被災した箇所もございま

す。 

 続きまして、２０ページからが今度は鎌瀬支

線３号箇所の平面図となっております。２１ペ

ージが標準断面図となり、２２ページ目からが

被災状況の写真となっております。 

 ２１ページの標準断面図は、ちょうど写真で

いいますと２５ページの被災箇所における断面

図ということになります。なお、支線３号箇所

においては被災箇所が３工区あり、こちらも鎌

瀬川の氾濫により道路路肩及びのり面の崩壊、

舗装の流出等の被害が発生したものでございま

す。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。 

○契約検査課長（宮川芳行君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）契約検査課、宮川でございます。 

 引き続き、私のほうから入札・契約の概要に

ついて説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、資料の２７ページを御覧くださ

い。 

 １番目の競争入札に関する事項でございます

けれども、本案件につきましては、令和７年８

月１８日に制限付一般競争入札を実施する旨、

公告をいたしております。本市におきまして

は、設計金額２５００万円以上の建設工事につ

きましては一般競争入札を採用することといた
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しております。 

 ２番目の競争入札に参加する者に必要な資格

でございますけれども、（１）の建設工事共同

企業体でございますが、表の一番上でございま

す。共同企業体の構成員としまして２者又は３

者としております。本市におきましては設計金

額１億５０００万円以上の土木一式工事につき

ましては、２者又は３者による建設工事共同企

業体方式を採用しております。その３段ほど下

でございますけれども、格付等級又は経営事項

審査の総合評定値でございます。代表構成員に

つきましては土木一式工事の格付がＡ級である

こと、構成員２及び３につきましては格付がＡ

級またはＢ級であることといたしております。

表の中ほどでございますけれども、営業所の所

在地につきましては八代市内に営業所を有する

者としております。その下、施工実績に関する

事項でございますけれども、平成２３年度以

降、元請として県内で完成した公共工事の土木

一式工事の施工実績があること、共同企業体の

場合は出資比率が２０％以上のものに限るとし

ております。配置予定技術者に関する事項でご

ざいますけれども、資格等としまして、土木一

式工事に関し、建設業法に基づく主任技術者ま

たは監理技術者資格者証を有する者としており

ます。 

 なお、本工事につきましては、当初、令和７

年７月３１日に建設工事共同企業体のみが参加

できる資格要件を設定して一般競争入札に公告

したところでございますけれども、応札者がな

く不調となった案件でございます。これを再度

入札に付するに当たりまして、（２）の単体有

資格業者の資格要件を追加して公告したところ

でございます。本案件につきましては、早期の

災害復旧が地域住民から求められていること

と、また、林業従事者の安全確保を早期に図る

観点で資格条件を若干緩和しまして、再入札を

行ったところでございます。 

 （２）の単体有資格者業者の欄を御覧くださ

い。格付等級又は経営事項審査の総合評定値で

ございますけれども、土木一式工事の格付がＡ

級であることとしております。なお、営業所所

在地、施工実績、配置予定技術者に関する事項

につきましては、先ほどの建設工事共同企業体

と同じ資格要件としております。 

 最後に、３番目の開札及び結果の部分を御覧

ください。令和７年９月８日に開札をいたしま

したところ、参加業者は表にあります１者のみ

の入札となっております。開札しました結果、

税抜き１億６１００万円ちょうどで株式会社松

中土建様が落札されました。予定価格が１億６

１３９万６０００円でございますので、落札率

は９９.８％でございました。この入札価格に

消費税を加算した１億７７１０万円で９月１２

日に仮契約を締結したところでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８０号・林道鎌瀬支線災害復旧工事

（Ｒ２ ７月災２号・３号）に係る契約の締結

については、可決するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 入替えをお願いいたします。 
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（執行部 入替え） 

                              

◎議案第８１号・契約の締結について（東陽ス

ポーツセンター空調設備改修機械設備工事） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第８１号

・東陽スポーツセンター空調設備改修機械設備

工事に係る契約の締結についてを議題とし、説

明を求めます。 

○営繕課長（五十嵐誠君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）営繕課の五十嵐でございます。よろしく

お願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○営繕課長（五十嵐誠君） それでは、議案第

８１号・契約の締結について御説明いたします。

工事内容の関係につきましては営繕課、私、五

十嵐のほうから、その後、契約検査課、宮川課

長から入札・契約関係についての説明を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 議案書は５ページになります。 

 説明につきましては、別資料、右上に委員会

資料、令和７年１０月２０日、経済企業委員会

と記載があります契約の締結について、東陽ス

ポーツセンター空調設備改修機械設備工事に関

する資料にて御説明させていただきます。 

 それでは、１の工事関係につきまして、資料

の２ページをお願いいたします。 

 番号、令和７年度営工第２４号、件名、東陽

スポーツセンター空調設備改修機械設備工事、

工事場所、八代市東陽町南１２８５、契約の相

手方、川村工業・宮崎電設建設工事共同企業体、

契約金額、１億５２５８万１０００円、契約予

定工期ですが、議決日から令和８年３月１３日

までを予定としております。工事の目的は、東

陽スポーツセンターの老朽化した冷暖房設備、

換気設備の改修及び増設を行うものでございま

す。 

 次に、工事の概要ですが、施設の概要といた

しまして敷地面積が７２９０.０９平米、建物

の概要といたしまして鉄筋コンクリート造一部

鉄骨造、地上２階建て地下１階建てとなってお

ります。延べ床面積は２９４５.３３平米、ア

リーナ面積が１４９６平米、２階観客席が４３

４席となっております。 

 工事の概要といたしまして機械設備工事一式

で、内容は冷暖房設備工事、換気設備工事、計

装設備工事、消火設備工事、仮設工事、撤去工

事でございます。また、その他といたしまして、

本契約案件である機械設備工事とは別に電気設

備工事を別途工事として別発注しております。 

 次に、資料３ページに位置図を添付しており

ます。真ん中のピンク色で示されたところが東

陽スポーツセンターとなっております。 

 次に、資料の４ページをお願いいたします。

４ページは１階平面図となります。 

 画面下側が東陽スポーツセンターのグラウン

ド側の南面側で、画面の左側が東陽コミュニテ

ィセンター側となります。１階では玄関ホール

部分に赤の四角で示しておりますところに室内

機３台を改修いたします。天井埋め込み型の室

内機となります。また、左下赤枠内に改修する

全体の冷暖房設備の台数を示しております。今

回の工事にて更新及び移設する室内機の台数は、

それぞれ４９台と１０台の計５９台となります。

あわせて、換気設備についても１４台改修いた

します。 

 次に、５ページをお願いします。２階の平面

図になります。 

 １階と同様に赤で示した部分が空調機器の改

修箇所となります。アリーナを囲むように２階

の観客席上部に設置いたします。２階には５６

台設置いたします。 

 最後に６ページです。断面図になります。 

 両側の観覧席上部に赤で示しております部分
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に天井埋め込み型室内機を設置いたします。参

考に、右下に現況の観覧席付近の写真を添付し

ております。既存の天井懐内に空調ダクトを設

置いたしまして、天井埋め込みの室内機からと

写真下段にあります観客席上部の円いダクトの

部分から空気を送り出し、アリーナ全体を空調

することとしております。 

 以上で、工事関係の概要とさせていただきま

す。 

 引き続き、入札・契約関係につきましてを、

契約検査課、宮川課長より説明いたします。 

○契約検査課長（宮川芳行君） 契約検査課、

宮川でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、引き続き、入札・契約の概要につ

きまして説明いたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○契約検査課長（宮川芳行君） それでは、資

料の７ページを御覧ください。 

 １番目の競争入札に関する事項でございます

けれども、本案件につきましては、令和７年６

月２７日に制限付一般競争入札を行う旨、公告

しております。本市におきましては２５００万

円以上の建設工事につきましては一般競争入札

を採用することとしております。 

 ２番目の競争入札に参加する者に必要な資格

でございます。共同企業体の構成員としまして

２者又は３者としております。本市におきまし

ては、５０００万円以上の設備工事につきまし

ては建設工事共同企業体方式を採用しておりま

す。 

 その３段ほど下でございますけれども、格付

等級又は経営事項審査の総合評定値でございま

す。代表構成員につきましては管工事の格付が

Ａ級であること、構成員２及び３につきまして

はＡ級又はＢ級であることとしております。営

業所の所在地につきましては、八代市内に主た

る営業所を有する者としております。 

 その下、施工実績でございますけれども、平

成２３年度以降、元請として県内で完成した公

共工事の管工事の施工実績があること、共同企

業体の場合は出資比率が２０％以上のものに限

ることとしております。 

 配置予定技術者に関する資格等でございます

けれども、管工事に関し、建設業法に基づく主

任技術者又は監理技術者資格者証を有する者と

しております。 

 最後に３番目の開札及び結果でございます。

令和７年７月１８日に開札しましたところ、御

覧の３者が入札に参加されておりまして、開札

の結果、川村工業様を代表構成員とする川村工

業・宮崎電設建設工事共同企業体が税抜き１億

３８７１万円で落札されました。予定価格は１

億４０４０万円でございますので、落札率は９

８.８％となります。この入札価格に消費税を

加算した１億５２５８万１０００円で７月３０

日に仮契約を締結したところでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど来、説明があっ

たんですけども、今回の機械設備工事と別途工

事までの中で、もう完璧にこれ以降は設備投資

できなくて、１０年か２０年ぐらいはもてるだ

ろうなというふうな感覚で御理解してよろしい

ですかというふうに質問したかったんですけど

も、もう要は安全で仕事をするようによろしく

お願いします。 
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○委員長（谷口 徹君） 意見でよろしいです

かね。 

○委員（山本幸廣君） よろしいです。 

○委員長（谷口 徹君） ほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８１号・東陽スポーツセンター空調設

備改修機械設備工事に係る契約の締結について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 説明者の交代をお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第８８号・八代市五家荘観光施設条例の

一部改正について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第８８号・八代市五家荘観光施設条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○泉支所長（松本康祐君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）泉支所長

の松本でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第８８号・八代市五家荘観光施設条例の一部改

正につきまして、地域振興課長の岩田より御説

明申し上げますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○泉支所地域振興課長（岩田 剛君） 皆様、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

泉支所地域振興課の岩田でございます。よろし

くお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明をさせていた

だきます。 

 議案書は３１ページからになりますが、説明

につきましては、右肩に泉支所地域振興課と記

載された議案第８８号関係資料に基づき行いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 まず、１の改正理由でございます。平成７年

４月１日に開設した五家荘草花資料館は、五家

荘の文化及び自然にまつわる資料が展示されて

いる観光施設でございますが、近年は来場者の

減少など施設の利用価値が低下していました。

そこで、この現状の立て直しの一環として、令

和４年度から令和５年度にかけて民間事業者や

市民が公共施設を一定期間実際に利用して事業

を行うトライアル・サウンディングを実施した

ところでございます。その結果、この制度を利

用した事業者より施設購入の意思が示されまし

たことから、売却に向けた施設の用途廃止に伴

い、条例に規定されております五家荘草花資料

館に関する事項を削除する一部改正を行うもの

です。 

 次に、２、改正内容でございます。八代市五

家荘観光施設条例、新旧対照表に記載のとおり、

五家荘草花資料館に関する事項を削除するもの

でございます。 

 続きまして、３、施行日につきましては、公

布の日といたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了し、意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第８８号・八代市五家荘観光施設条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 説明者の交代をお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第９０号・フードワークスやつしろ条例

の制定について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第９０号

・フードワークスやつしろ条例の制定について

を議題とし、説明を求めます。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

経済文化交流部、緒方でございます。 

 議案第９０号・フードワークスやつしろ条例

の制定につきまして、御説明をさせていただき

ます。 

 恐れ入りますが、着座にて御説明させていた

だきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 議案書

は３５ページになります。 

 提案理由につきましては、先ほどの補正予算

で御審議もいただきました、国の第２世代交付

金を活用し、現在の市有施設、八代市東陽地域

福祉保健センターを改修して、加工品の開発、

製造を行うフードワークスやつしろを設置する

に当たり、施設の設置及び管理に関しまして定

める条例を制定するものでございます。 

 それでは、制定する条例の内容につきまして、

議案書の３６ページをお開きください。 

 まず、第１条の設置の目的につきまして、本

条例は、加工食品の開発及び製造の場を整備し、

地域の雇用の場を創出するとともに、地域の活

性化に寄与するため、フードワークスやつしろ

を設置いたします。 

 第３条の事業につきましては、加工食品の開

発及び製造に関すること、販路拡大に関するこ

と、そのほか施設及び附属設備の利用に関する

こととして、これまでの東陽地域福祉保健セン

ターと同様に、地域の方々が会議等で利用され

ていた貸館機能についても、引き続き、御利用

いただけるように条例を整理しておるところで

ございます。 

 続きまして、第４条から第１２条までの休館

日や開館時間、利用や使用料に関する規定につ

きましても、これまで利用されていた地域の方

々に引き続き御利用いただけるよう、東陽地域

福祉保健センター時と同様の内容としておると

ころでございます。 

 続きまして、第１３条から第１５条までは指

定管理に関する規定、第１６条以降は原状回復

の義務等、運営に関し必要な規定を定めている

ところでございます。 

 最後に、別表といたしまして使用料を記載し

ておりますが、こちらも東陽地域福祉保健セン

ターと同じ金額で設定し、区分といたしまして

記載されている部屋の名称につきまして、新し

い施設でも分かりやすい名称と変更をいたして

いるところでございます。 

 以上で御説明を終わらせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 意見もないようです

ので、これより採決いたします。 

 議案第９０号・フードワークスやつしろ条例

の制定については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本
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件は原案のとおり可決されました。 

 説明者の交代をお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第９１号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

て 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第９１号

・八代市水道事業給水条例及び八代市簡易水道

事業給水条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 水道局の吉

永です。よろしくお願いします。 

 議案第９１号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

て、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 議案書は４

１、４２ページでございます。また、議案書と

別に配布しております資料、右肩に議案第９１

号関係資料と記載されているものを用いて説明

させていただきます。 

 まず、１、改正の趣旨でございますが、水道

法に基づいて定められております布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格要件の一つとなっ

ております土木施行管理に係る一級技術検定に

合格した者に係る根拠規定である建設業法施行

令について、引用元の法律条文に繰り下がりの

改正が行われたため、該当条文を引用している

本条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、２、改正の内容を説明させていただき

ます。八代市水道事業給水条例及び八代市簡易

水道事業給水条例において、建設業法施行令の

条文を引用している条項について、第３４条第

１項を第３７条第１項に改めます。 

 最後に、施行期日につきましては公布の日か

らの施行としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

これより採決をいたします。 

 議案第９１号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第７２号・令和６年度八代市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、決算議案の審

査に入ります。 

 議案第７２号・令和６年度八代市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定についてを議題と

し、説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 引き続き、

よろしくお願いいたします。 

 議案第７２号・令和６年度八代市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定について、着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 令和６年度

八代市水道事業会計決算書をお願いします。 

 初めに、事業報告書でございますが、２０ペ

ージをお願いします。 

 経営指標に関する事項でございますが、５つ

の経営指標のうち、経営の健全化を示す経常収
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支比率、料金回収率ともに、修繕費や動力費等

費用の増加により前年度から減少しております

が、健全経営の水準とされる１００％を大きく

上回っており、良好な経営状況といえます。 

 ２２ページをお願いします。 

 ２００万円以上の建設改良工事の概況を掲載

しております。 

 ２４ページをお願いします。 

 給水人口や有収率など業務量を掲載しており

ますが、説明は省略させていただきます。 

 ページを戻りまして、３ページから６ページ

が決算報告書でございます。決算の内容につき

ましては、前年度との比較をしております別紙

関係資料①で説明させていただきます。なお、

収益的収支につきましては、損益計算書に合わ

せまして消費税抜きの数値で作成しております。 

 まず、収益的収支の収入でございますが、項

１・営業収益５億２３４３万３０００円のうち、

目１・給水収益は５億１８６６万円でございま

す。 

 目２・受託工事収益２３６万４０００円は給

水工事収益及び消火栓の修繕工事収益で、目３

・その他の営業収益２４０万９０００円は督促

手数料などの手数料収入でございます。 

 次に、項２・営業外収益２９２６万５０００

円のうち、目１・受取利息は６０００円、目２

・他会計補助金５１万２０００円は企業職員３

名分の児童手当に係る一般会計補助金でござい

ます。 

 目３・長期前受金戻入は２３２５万１０００

円、目４・雑収益５４９万６０００円は主に量

水器取替評価差額でございます。 

 次の、項３・特別利益の目２・過年度損益修

正益２０００円を含めました収入の合計は５億

５２７０万円となっております。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用は４億４８８９万８０００円で、内訳と

いたしまして、目１・原水及び浄水費８８８０

万３０００円は水源地関係の費用でございます。 

 目２・配水及び給水費８３２７万９０００円

は配水管や給水施設に係る費用で、目３・受託

工事費１６１１万２０００円は新規給水工事の

管理及び既設給配水管切替工事等の受託に要す

る費用でございます。 

 目４・総係費９５１５万７０００円は料金徴

収など一般業務関係の費用でございます。 

 目５・減価償却費は１億６３１２万４０００

円、目６・資産減耗費は２４２万３０００円で

ございます。 

 次に、項２・営業外費用１２０８万３０００

円は主に企業債に係る支払利息でございます。 

 次の、項３・特別損失２３万３０００円は過

年度分の調定減などによる過年度損益修正損で

ございます。 

 以上、支出合計は４億６１２１万４０００円

で、資料右下の欄になりますが、収益的収支は

９１４８万６０００円の当年度純利益が生じま

した。 

 次に、資本的収支の収入でございますが、項

１・企業債につきましては借入れはございませ

んでした。 

 項２・工事負担金１５５８万円で、内訳とい

たしまして、目１・他会計負担金１９３万４０

００円は消火栓設置に係る一般会計負担金でご

ざいます。 

 目３・その他工事負担金１３６４万６０００

円は下水道工事に伴う水道管移設補償金でござ

います。 

 以上、収入合計は１５５８万円となっており

ます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費１億２３８９万３０００円で、内訳と

いたしまして、目１・原水設備改良費７７５万

７０００円は主に松江城水源地取水ポンプ用ケ

ーブルの取換工事でございます。 

 目２・配水設備拡張費４４７２万６０００円
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は給水区域内に新たに配水管を拡張するもので、

公共下水道工事と同時施工等により、八千把、

太田郷、郡築、宮地地区の配水管未整備区域へ

８１３メートル布設しております。 

 目３・配水設備改良費６７６３万４０００円

は太田郷、宮地地区の老朽管３５１ｍの布設替

え工事を施工しております。 

 目４・営業設備費３７７万６０００円は公用

車や量水器の購入に要した経費でございます。

なお、工事箇所につきましては、関係資料②に

記載しておりますので御確認ください。 

 また、建設改良費のうち２億２４０２万９０

００円を年度内に完了できず、次年度へ繰り越

しております。主な事業内容は、日奈久配水池

送配水管布設工事及び場内整備工事などでござ

います。 

 次に、項２・企業債償還金は７１８３万３０

００円でございます。 

 以上、支出合計は１億９５７２万６０００円

となり、下の欄でございますが、資本的収支の

不足額１億８０１４万６０００円については減

債積立金取り崩し額などで補塡しております。 

 決算書にお戻りください。 

 １１ページが剰余金計算書でございます。 

 利益剰余金のうち未処分利益剰余金ですが、

当年度変動額として、積立金の取崩し額１億２

１１８万１４７４円と当年度純利益９１４８万

６６２１円を合わせました２億１２６６万８０

９５円が当年度末残高となります。 

 １２ページは剰余金処分計算書でございます。 

 これは、本議案の議決事項である利益の処分

でございまして、当年度未処分利益剰余金２億

１２６６万８０９５円のうち、６９０８万４８

５１円を減債積立金に、２２４０万１７７０円

を建設改良積立金に積み立て、減債積立金及び

建設改良積立金の取崩し額の計１億２１１８万

１４７４円を資本金へ組み入れることを議決い

ただくものです。 

 今後も、水道未普及地域の解消を目指し、拡

張事業も継続していきますが、安心・安全な水

を継続して提供していくためにも、老朽化した

施設の更新や管路の耐震対策にも積極的に取り

組んでまいります。 

 以上、説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７２号・令和６年度八代市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定については、原案

のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決及び認定することに決し

ました。 

                              

◎議案第７３号・令和６年度八代市簡易水道事

業会計決算の認定について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第７３号

・令和６年度八代市簡易水道事業会計決算の認

定についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 引き続き、

お世話になります。 

 議案第７３号・令和６年度八代市簡易水道事

業会計決算の認定について、着座にて説明させ

ていただきます。 

 令和６年度八代市簡易水道事業会計決算書を

お願いします。 
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 初めに、事業報告書でございますが、２０ペ

ージをお願いします。 

 経営指標に関する事項でございますが、経営

指標のうち、経営の健全化を示す経常収支比率

は前年度比０.１４ポイント減の１００.１４％

で、健全経営の水準とされる１００％を上回っ

ております。料金水準の妥当性を示す料金回収

率については１.８３ポイント増の４０.３１％

となっておりますが、健全経営の水準とされる

１００％を大きく下回っており、低い水準でご

ざいます。 

 ２１ページをお願いします。 

 ２００万円以上の建設改良工事の概況を掲載

しております。 

 ２２ページをお願いします。 

 給水人口や有収率など業務量を掲載しており

ますが、説明は省略させていただきます。 

 ページを戻りまして、３ページから６ページ

が決算報告書でございます。 

 決算の内容につきましては、別紙、議案第７

３号関係資料①で説明させていただきます。収

益的収支につきましては、損益計算書に合わせ

まして消費税抜きの数値で作成しております。 

 まず、収益的収支の収入でございますが、項

１・営業収益５５４９万１０００円のうち、目

１・給水収益は５５３１万円、目２・受託工事

収益は１万２０００円でございます。 

 目３・その他の営業収益１６万９０００円は

督促などの手数料収入でございます。 

 次に、項２・営業外収益１億３３３６万円の

うち、目２・他会計補助金８１９５万３０００

円ですが、職員の人件費や企業債の利子償還金

に対する一般会計繰入金でございます。 

 目３・長期前受金戻入は５１３９万１０００

円、目４・雑収益は１万６０００円でございま

す。 

 以上、収入合計は１億８８８５万１０００円

となっております。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用１億７７９２万円のうち、目１・原水及

び浄水費３３１３万円は水源関係の施設に要す

る費用で、目２・配水及び給水費３２１万円は

配水及び給水施設に係る費用、目３・総係費３

５４５万４０００円は料金徴収関係の費用でご

ざいます。 

 目４・減価償却費は９８０７万５０００円、

目５・資産減耗費は８０５万１０００円でござ

います。 

 次に、項２・営業外費用１０６７万１０００

円は主に企業債に係る支払利息でございます。 

 以上、支出合計１億８８５９万１０００円と

なり、資料右下の欄になりますが、収益的収支

は２６万円の純利益が生じました。 

 次に、資本的収支の収入でございますが、項

１・企業債４４０万円、項２・工事負担金９６

７万８０００円は、主に坂本町坂本地区及び中

津道地区における導・配水管移設工事に対する

企業債の借入れ及び移設補償金でございます。 

 次に、項３・補助金５１２４万７０００円は

企業債の元金償還金などに係る一般会計繰入金

でございます。 

 以上、収入合計６５３２万５０００円でござ

います。 

 次に、資本的支出の項１・建設改良費１４０

９万３０００円ですが、目１・原水設備改良費

１０１万７０００円は坂本地区の導水管移設工

事に係る工事費でございます。 

 目２・配水設備改良費１３８８万６０００円

は、坂本地区、中津道地区の配水管移設工事や

坂本橋の復旧に伴う配水管移設工事に係る工事

費でございます。また、令和２年７月豪雨で被

災した球磨川流域の宅地かさ上げ工事に伴う配

水管等の移設に係る設計委託及び一部工事に着

工しておりますが、年度内に完了できず、６２

８２万７０００円を次年度へ繰り越しておりま

す。 
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 次に、項２・企業債償還金は１億８４万５０

００円でございます。 

 以上、支出合計は１億１５７４万８０００円

となり、資料の右下に記載しておりますが、資

本的収支の不足額５０４２万３０００円につき

ましては、当年度分損益勘定留保資金などで補

塡しております。 

 決算書にお戻りください。 

 １１ページをお願いします。剰余金計算書で

ございます。 

 剰余金のうち利益剰余金ですが、繰越欠損金

３０２４万９３４円に当年度の純利益２６万８

３０円を加えました２９９８万１０４円が当年

度の未処理欠損金残高となります。 

 １２ページは欠損金処理計算書でございます。

議会の議決による処分額がございませんので、

当年度末残高がそのまま処分後残高となります。 

 簡易水道事業は施設規模も小さく、給水人口

も少ないことから、効率的な事業運営が難しい

ことに加え、過疎化による人口減少や豪雨災害

後の給水人口の減少により料金収入は大幅に低

下しており、一般会計からの繰入金により経営

を維持している状況にあります。 

 今後は、球磨川流域の宅地かさ上げに伴う水

道管移設工事を計画的に進める必要があること

から、料金の適正化や財源の確保等により収入

の確保を図るとともに、隣接する簡易水道施設

の統合や集約化などにより将来的な更新費用や

維持管理費を抑制し、欠損金の解消と経営の効

率化・健全化に努めます。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（山本幸廣君） ２２ページなんですが、

給水の実績、減の６７戸、２０４人ということ

なんですけども、この６７戸の減の、個人住宅

なのか、それともアパートなのか、その減にな

った理由というのはどういう理由なんですかね。

ちょっとお聞かせください。 

○理事兼水道局長（吉永哲也君） 今、説明で

も申しましたが、令和２年７月豪雨災害からな

かなかまだ復旧がなされてないということで、

そこで一旦がっと人口が減りました。その後、

徐々に戻ってこられる方もいらっしゃるんです

が、どうしても今度は逆に、それが理由じゃな

くて外に出て行かれる方もおられたり、例えば、

１人で暮らされてる方がもうお亡くなりになら

れて給水が止まったとか、そういう理由が主な

理由になってきております。 

 それで、なかなか元の豪雨災害前にまでいく

かどうかというのはちょっと分かりませんが、

年々、若干右肩下がりで戸数・人口当たりは減

ってくるものと見込んでおるところでございま

す。 

○委員（山本幸廣君） 結構です。 

○委員長（谷口 徹君） よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７３号・令和６年度八代市簡易水道事

業会計決算の認定については、認定するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 執行部の方は退席をお願いします。 

（執行部 退室） 

                              

◎陳情第１０号・八代市食肉センター跡地にお
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ける「資料展示館（仮称）」の建設について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますのは、

新規の陳情１件です。 

 それでは、陳情第１０号・八代市食肉センタ

ー跡地における「資料展示館（仮称）」の建設

についてを議題とします。 

 要旨は、文書表のとおりですが、念のため書

記に朗読をしていただきます。 

（書記、朗読） 

○委員長（谷口 徹君） 本陳情についての御

意見等はありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） もう食肉センターの

跡地の資料展示館建設はもう以前からいろんな

場面で出てきてる中で、きちっと対応されてる

というか、議論は尽くされてると思います。 

 食肉センターの跡地については、宮地のまち

協のほうで、その跡地利用についてはもう任せ

てある話なので、そこにまた予算をかけて、資

料展示館というのはいかがなもんかというか、

もうそぐわない話なので、審議未了でお願いし

たいと思います。 

○委員長（谷口 徹君） 成松委員から審議未

了という意見が出ましたが、ほかにはありませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 審議未了という言葉が

出ましたが、今の請願・陳情の文書表をですね、

目を通してみますと、私も経済企業に初めて来

たもんですから、内容はこの要旨の中できちっ

と説明をされておられるわけでありますけども、

個人的にはぴんと、はい、審議未了ですという

ことはなかなか言えないような状況で、今、お

るわけでありますので、陳情者の方々を含めて

ですけども、担当部も大変苦労なされて、当時

の市長あたりもこれをなされてきたというこの

経緯というのはこの要旨の中で、今、審議未了

の言葉が出ましたので、理解と言ってはいけま

せんけども、そういうのがあったんだなという

ことで感じているわけでありますけども、本委

員としてはもう少し様子を見る必要があるんじ

ゃないかというようなことで継続審査を申出し

たいと思います。 

○委員長（谷口 徹君） 山本委員は継続審査

ということで、ほかの委員の方は御意見ありま

せんか。 

○委員（成松由紀夫君） 以前も継続だったり

何だったりというのはあっても、結果的に審議

未了でですね、この選挙前、改選前も出てきた

ときも審議未了になってますよね。 

 前市長と私たちは建設に向け協議を重ねてき

たという、建設に向けという話は一切担当課で

もない話ですし、これをまた継続したらしたで

宮地地域の方が困られるんじゃないですかね。

まち協の方々からもるる、私はもう以前からこ

れは人権オンブズパーソンの件からですよ、人

が亡くなるような事態まで発展している中で、

いろんなものを見てきてますが、ここに資料展

示館なるものを宮地地域の方々がまず歓迎され

てないという中で、これをまた継続して引っ張

るといかがなもんかなというように思いますけ

どね。継続したらしたでまたいろいろな団体も

動き出すでしょうし、担当課はもっと困る話と、

あと、宮地地域のまち協の方々がどういう反応

を示されるのかなというのを懸念してます。 

○委員（山本幸廣君） 成松委員が言われるの

も理解をするわけでありますけども、私も初め

て委員会に来てからこの問題に直面して、今の

要旨等を見る中で、そういう問題があっとると

いうのを、一旦、また、我々は執行部からも聞

きたいという気持ちになるわけですね。本委員

としてはですよ。そういう気持ちになるという

のが私の考えですので。それは執行部を呼んで

よか、執行部を呼んでもよかし。 

○委員長（谷口 徹君） 執行部を呼んで事情

のほうを。（委員山本幸廣君「事情を聴きまし
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ょう」と呼ぶ） 

 ただいま本件に関して執行部に説明を求める

との意見が出ました。 

 本件について執行部から説明を求めることに

ついて御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることとします。 

 執行部が入室するとともに、個人情報の観点

から小会したいと思います。 

（午前１１時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０１分 本会） 

○委員長（谷口 徹君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し、執行部からの説明を

求めます。 

○農業振興課長（野田良晴君） 農業振興課の

野田です。よろしくお願いいたします。 

 本件に係る執行部の対応について御説明させ

ていただきます。 

 失礼ながら着座にて説明させていただきます。 

 食肉センター跡地の利活用につきましては、

都市計画道路西片西宮線の整備状況を見ながら、

庁内の食肉センター跡地利活用検討連絡会議に

おいて意見を取りまとめるとともに、地元住民

やまちづくり協議会みやじの方々と相談しなが

ら地元の意見を取りまとめ、検討を行うことと

しております。 

 本陳情は平成２９年度、令和元年度並びに昨

年度の令和７年３月定例会にも提出されており

ますけども、その審議の際にも同様の説明をさ

せていただいているところでございます。この

たび４度目の陳情が提出されたところですけど

も、現在もこの方針は変わっておりません。 

 なお、食肉センター跡地利活用連絡調整会議

は平成３０年度から昨年度まで全部で５回開催

をしておりますが、西片西宮線の食肉センター

跡地がかかる区間が未着工であったことから、

これまでは進捗状況その他の情報共有を主に行

ってきたところでございます。 

 現在、西片西宮線は食肉センター跡地内の工

事を行っているところでございまして、全線開

通が令和１０年度に予定していると聞いており

ます。平成３０年３月１５日の経済企業委員会

においては、住民への説明と、いつどのような

形で行うかというのはまだ考えていないとお答

えしておりますけども、西片西宮線の開通の時

期が見えてまいりましたので、執行部としては

来年度以降、地元の意見を伺い、跡地の利活用

を検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） 執行部の説明の前に、

意見として審議未了、継続審査という意見があ

りましたが、ほかに意見は。執行部の意見を聞

いて、意見はありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 今、執行部が説明し

たとおりなんですよ、経過は。西片西宮線が開

通する、大きな通りになるということになった

ときに、宮地の地元の方々のまずは意見を最優

先すべきだというのが以前からの見解であって、

また、そういったところにウエルカムであるよ

うな施設であればですよ、今までいろんな経緯

とか背景とかなくて、地元が逆にそういうシン

ボル的な西片西宮線沿いに市のこういった施設

をということであれば話は別なんですけども、

やはり多少アレルギーが、多少じゃなくてかな

りあるような昔からのいろんな流れもあるので、

やはり地元の意見を最優先するということでい

けばもう審議未了で、今までそういう経緯があ

るので、いかがかなという意味で言ってるんで

すけれども。 

 やっぱ西片西宮線が令和１０年度開通という

ことになると、まさに地元でも、多分、いろん

な跡地利用については活発な意見も出ようかと

思いますので、やはり地元ありきで進められた

ほうがいいかと思います。またこれで委員会で
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いろいろこれを取り上げて、波紋をかえって呼

ぶような、地元の意見がないがしろになるよう

な材料になるのもいかがなもんかなと思います

ので、審議未了です。 

○委員（山本幸廣君） 私が執行部呼んだんで

すよ。はっきり言ってから。 

 今、執行部のほうから説明があった中で、語

尾のところで、今、成松委員も言われたように、

西片西宮線が開通後に地域住民、宮地のまちづ

くり協議会等々と、まち協かな、等々と意見を

交わしながらという語尾の中での前回もそうい

う説明をしたということで、ちょっと語尾のと

ころをもう一回よかね。今回も同じ答えをしと

っていうことでやけんでから。語尾のところを

ちょっと。 

○農業振興課長（野田良晴君） 語尾のところ。

４回目の、今回、陳情が出されたところですが、

現在もこの方針は変わっておりませんというと

ころですかね。 

○委員（山本幸廣君） いや、開通後に地域の

方々と。そういう記憶はあったんだけどな、俺。 

○農業振興課長（野田良晴君） 食肉センター

跡地の利活用につきましては、整備状況を見な

がら意見を取りまとめるとともに、地元住民や

まちづくり協議会みやじの方々と相談しながら、

地元の意見を取りまとめて検討を行うこととし

ているところです。 

 最後ですね、開通の時期は見えてまいりまし

たので、もう再来年度というところも見えてま

いりましたので、開通前に伺うのか、開通後に

伺うのかというのも含めて、もう一度そこは検

討したいと。ただ、もうそろそろ地元住民の意

見を聞くことを検討していかないといけないと

いうふうに考えているところです。 

○委員（山本幸廣君） 今の語尾のところが一

番大事でな。我々は、委員会としてはどうする

かということで、付託をされたのは、陳情につ

いては審議していかないかんと。それについて

も今出ているような審議未了なり継続なりとい

うのは我々の役目であって、中身についてはや

っぱ詳細に要旨の中で検討を審議する必要があ

るというのを忘れちゃいけないと思うんですよ。 

 過去はいろいろあったかもしれない。現実は

どうなのかということは、執行部が言われたよ

うな、そういうふうに開通後に住民の意見を取

りまとめるということになればですね、そこで

変わってくるところがあるわけですね。 

 私はこれを賛成とか云々じゃないんですよ。

はっきり言ってから。賛成をするというのはや

っぱり地域住民の方々から意見を聞かれたとい

うこともですね、私もいろんな方から聞いてお

りますけども、本当に必要なのかということも

執行部がやっぱしきちっとした方向性というの

を見いだしてもらわなければですね。 

 我々議会としてはやはり、この要旨を見る以

上はですね、ああ、なるほどなというところも

あるんですよ。だから、我々は質疑の中でなか

なか難しい判断を我々議会としても出さないか

んという状況になるわけですので、そこら辺り

については、執行部としてもその方針はある程

度ですね、一日も早く私はその方向性を示して

ほしいと。 

 方向性を示してずっとおられたから審議未了

になったわけでしょう。だから、今回について

も、語尾についたのがはっきり言ってから西片

西宮線が開通後にまた意見を地域住民からとい

うことですので、継続でもこれはしてもいいん

かなという気持ちになるわけですよ。我々委員

としては。けれども、やっぱし３回も審議未了

してきた中には理由はたくさんあると思うわけ

ね。 

 その理由として、やはり執行部としても方向

性を見いだしてほしいなというのは、今の方向

性でまとめるならば、これはまた継続せないか

んなってくるわけですから、やっぱしそこら辺

りの方向性は今回についてはきちっとした方向
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性を示してほしい。地域住民からもこういうこ

とですからと、執行部としてはこういうことで

すということはきちっと私は方向性を示してほ

しいなというのが私の考えなんですけどもです

ね。そういうことで御理解をしたいと思います。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに御意見ありま

せんか。 

○委員（髙山正夫君） 先ほど成松委員のほう

からもまち協の関連でということであったんで

すけど、私ももうこの審議に当たって、一応周

辺地域の住民の方の御意見をちょっとリサーチ

してみたんですが、実際、知らない人も多いと。

一部の人でされてるんじゃないですかという意

見もありました。署名とかも集められてるやに

聞きますが、そういうのもどちらのほうに署名

されてるのかも分からないし、地域住民として

は要望の内容というかですね、食肉センター跡

の資料館ということで、これについては私のほ

うでは一切前向きな意見は聞いてはおりません。

宮地ね、実際、校区長辺りも話はしてないみた

いでですね、厳しいかなというふうに私は判断

しております。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 継続審査を求める意

見、審議未了を求める意見、両方あります。 

 まずは、継続審査についてお諮りさせていた

だきたいと思います。 

 採決は挙手により行いますけども、挙手しな

い者は反対とみなさせていただきます。 

 本陳情については、継続審査とするに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手少数と認め、本

件は継続審査しないことと決しました。 

 それでは、審議未了についてお諮りいたしま

す。 

 採決は挙手により行い、挙手しない者は反対

とみなします。 

 それでは、本陳情については閉会中継続審査

の申出をしないこと、並びに結論を得るに至ら

なかったこと、すなわち審議未了とするに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

 執行部の方は退室をお願いいたします。 

（執行部 退室） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（谷口 徹君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 執行部より、産業・経済の振興に関する諸問

題の調査に関連して１件の発言の申出があって

おりますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

（食肉センター跡地抵当権設定登記抹消登記手

続請求事件について） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、食肉セン

ター跡地抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

について、説明お願いします。 

○農業振興課長（野田良晴君） 農業振興課、
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野田でございます。連続となりますがよろしく

お願いいたします。 

 それでは、食肉センター跡地抵当権設定登記

抹消登記手続請求事件について、着座にて説明

をさせていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○農業振興課長（野田良晴君） 事前にお配り

しておりますファイルの準備はよろしいでしょ

うか。 

 本件は、当課で管理しております西宮町の食

肉センター跡地の一部で抵当権が登記されたま

まになっていたことが判明したことから、抵当

権を抹消するために、令和４年９月定例会及び

令和６年３月定例会において、訴えの提起につ

いてを可決いただいた案件について、今回、２

回の裁判が終了し、抵当権抹消登記が完了しま

したことの報告となります。 

 それでは、２ページを御覧ください。 

 こちらは本件の提起に至るまでの経緯等を説

明したもので、令和４年９月及び令和６年３月

定例会の本委員会にお示ししたものと同じもの

になります。今回、改選がありましたので改め

て御説明させていただきます。 

 本件の土地は、当課で管理しております西宮

町の食肉センター跡地１万３８２８平米の一部、

５３８平米でございまして、令和２年度に地籍

調査事業が実施された際に抵当権が登記された

ままになっていることが判明したものです。 

 抵当権設定登記は大正８年１月２４日に、当

時の所有者である個人と抵当権者である個人と

の間で設定されたもので、その後、大正１１年

に抵当権が登記されたまま個人間の売買が行わ

れ、所有権が移転されました。さらに、昭和８

年に当時の宮地村が売買により所有者となり、

昭和３０年の宮地村と八代市の合併により、八

代市が所有権を承継し、現在の所有者となって

おります。なお、現在は抵当権者の相続人が３

９名いらっしゃいます。債権額は１５０円でご

ざいます。 

 本来、抵当権の登記は宮地村に所有権が移転

された時点で抹消されているべきものであった

ことから、令和４年度より抵当権の抹消登記の

手続を行ってまいりました。 

 手続の手法としましては民事訴訟としており、

司法書士に訴訟業務を委託し実施しております。

訴訟費用につきましては、抵当権の相続人には

原因がないことから、八代市が負担をしており

ます。 

 続きまして、３ページを御覧ください。 

 まず、上段の訴訟の概要（第１回目）でござ

います。事件名は令和５年（ハ）第５号抵当権

設定登記抹消登記手続請求事件、原告は八代市、

被告は抵当権者の相続人３９名のうち３８名と

なっております。 

 資料右側に記載しておりますが、当初、相続

人３９名全員を被告とし、訴訟を提起いたしま

したが、そのうち１名に訴状が送達されなかっ

たため、この１名の訴訟を一旦取り下げ、訴状

を受け取ったほかの３８名について裁判を行っ

ております。送達できなかった理由でございま

すが、当該人物が住民票を日本に置いたまま海

外に居住されており、訴状の受け取りができな

かったためでございます。 

 本訴訟は令和５年７月に判決が確定しました。

判決の内容は、被告らは抵当権設定登記の抹消

登記手続をせよと、本市の請求が認められてお

ります。 

 次に、下段左側、訴訟の概要（第２回目）に

ついて御説明させていただきます。 

 先ほど説明しました裁判の取下げを行った１

名につきまして、国外での居住地の確認ができ

たため、改めて訴訟を行っております。事件名

は令和６年（ハ）第４１号抵当権設定登記抹消

登記手続請求事件、原告は八代市、被告は抵当

権者の相続人１名となっております。 

 ２回目については令和７年３月に判決が確定
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いたしました。判決の内容は１回目と同様に被

告らは抵当権設定登記の抹消登記手続をせよと、

本市の請求が認められております。 

 判決を受けまして、抵当権設定登記抹消登記

を行うのですが、抵当権の設定から１００年以

上が経過しており、抵当権者の子孫である被告

３９名に費用の負担と登記を求めるのは困難と

考え、判決をもって市による抹消登記を行い、

本年６月３日に完了いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） 本件について、何か

質疑、御意見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

以上で食肉センター跡地抵当権設定登記抹消登

記手続請求事件についてを終了いたします。 

 そのほか当委員会の所管事務調査について何

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の管外行政視察について協

議をいたします。 

 当委員会の管外行政視察につきましては、ほ

かの常任委員会、それと髙山委員、議長の日程

等を調整した場合、令和８年１月１９日から２

０日の２日間で実施したいと思いますが、御異

議はございませんでしょうか。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと待って。１

月の。 

○委員長（谷口 徹君） １９、２０です。 

 １９、２０で実施したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、予算の都合上、関西よりも九州寄りの

ほうが対象地となります。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもちまして経済企業委員会を散会いた

します。 

（午後０時２１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和７年１０月２０日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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